
平成２１年度地方公営企業等経営アドバイザー派遣事業 

 

期 間     平成２１年７月３０日(木)～３１(金) 

場 所     飯富病院三階大会議室 
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        早川町長 辻 一幸    身延町福祉保健課長 望月公八 

        飯富病院 院長 長田忠孝  

飯富病院 事務長 山下利彦  

飯富病院 総看護師長 有泉純子 

 

 

 

 

講評議事録 

 

《佐々木総務事務官》 

 

総務省自治財政局地域企業経営企画室の病院事業を担当しております佐々木と申します。 

昨日、今日の二日間に渡りまして、地方公営企業経営アドバイザー事業ということで、お

二人のアドバイザーの先生方からいろいろと助言があったところです。また、病院視察等

で病院の関係者の皆様には、ご協力いただきありがとうございました。 

これから講評していただきますが、この講評につきましては、総務省としてこうしろと

いう命令をしているわけではなく、あくまでもアドバイザー先生方からの助言であるとい

うことを念頭において、アドバイスを今後の病院経営の改善に役立てていただければと思

います。 

それでは、海江田先生から講評をお願いします。 

 

《海江田アドバイザー》 

 

海江田鉄男でございます。昨日、今日とご協力いただきまして本当にありがとうござい

ました。失礼なことも申し上げたかと思いますが、お許しいただければと思います。 

現在、民間病院で多くの病院が赤字に見舞われています。そのような中で民間病院のな
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かでも現在の診療報酬の体系下で黒字経営されている病院も沢山あります。当社のお客様

のなかでも、一昨年までは８割の病院が黒字でした。ただし、昨年度、約５割の病院が黒

字経営になっています。３割の方が赤字に転落しました。診療報酬が上がらないから、経

営が悪化するというということも、そういった意味では、言えるかと思いますが、それだ

けでは黒字経営している病院の説明もつきません。また、赤字になったからといってその

まま放置することもできませんので、黒字化への対策を立てることが必要になります。 

この間の診療報酬の改定のながれですが、これは皆さんがご存じかと思いますが、この

ような医療をしてほしいという政策医療の側面と、もう一方で個々の病院にある非効率な

面を見直してほしい、是正してほしいというメッセージとして理解しておくべくだろうと

思っております。したがって、赤字経営に転落したとうことは、病院経営のなかに非効率

があるか、もしくは、４疾病５事業の対策強化とか、病病連携、病診連携といった政策誘

導に逆行していないか、そういったような反省もすべきだろうと思います。 

これまで、黒字基調でありながら、昨年、赤字転落をした病院の理由は、民間病院の場

合、こちらの病院ということではなく、民間病院の一般論としては、仕入れ価格、医薬品

等の仕入れ価格の引き下げか出来なかったこと、ふたつめは、救急車の引き受けを減少さ

せたこと。人的な資源で出来なかったこと。あるいは、時代の流れの中で手術数が減少し

たこと、あるいは、看護師の確保が出来ず病床の稼働を減少させたこと等が上げられます。

それから、ひどい場合は、医師が退職して近隣に開業したという例もあります。そういっ

た例で赤字転落していく民間病院が多くありました。数年前から赤字経営を続けている民

間病院の特徴としては、入院患者確保のルートを昔ながらの外来ピックアップと救急ピッ

クアップだけに依存しながら救急車の引受の後退しているところ、あるいは、外来ピック

アップのみに依存していて外来だけを増やそうとしていたところ、外科手術の減少のなか

であるいは、大病院集中のながれのなかで、専門性の充実だとか内科系の充実など何らか

の対策を講じてこなかったところ、あるいは、若い医師や若い看護師の多くを引き入れて

若い人たちの活躍の場を作ろうとしてこなかったことが、赤字経営転落の原因となってい

るとみられます。これは、私自身、民間病院をずっとみていて思っていることです。 

民間病院で黒字経営している病院の特徴としては、徹底した無駄、非効率の排除をして

いる、あるいは、急性期に特化している、あるいは、回復、リハビリテーション病床、あ

るいは、療養病床にリハビリを強化している病院、紹介患者の確保、連携を強化している

病院、医療介護、在宅のネットワークを作っている病院、若い医師や若い看護師、若いＰ

Ｔ、ＯＴ入れて若い世代の活力を活かしてきた病院などが黒字経営を確保しています。先

進的な病院は、病棟別の原価計算とか、診療科別の原価計算などを既に始めています。本

来は、疾病別の原価計算まで行きたいのですが、コンピュータのソフトがなかなか開発で

きずに、疾病別まで行かないのが現状ですが、診療科別の原価計算を進めている、それか

ら、オーダリングだとか電子カルテ、ＳＰＤの導入などで無駄を排除していること、ある

いは、電子カルテや画像デジタル化などで地域の連携を図っていること、看護、医事課、
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リハなどで研究会を院内でつくるだけでなく、外に向かって発表して意見交換を積極的に

進めるというのが黒字経営をしている病院、民間病院の特徴としてあります。 

これは、今までのは民間病院の話で自治体病院には関係ないのでは、という話かもしれ

ませんが、自治体病院でもやはり、いまのところは、参考にしていただければと思います。

自治体病院の現状として、皆さんもよくご存じのとおり８割の自治体病院が赤字経営にな

っております。赤字経営になっているところの大きな問題は、現在六つあげることができ

ます。ひとつは、一般論として、給与比率が高い、個別の人件費において看護補助者や准

看護師が看護師よりも高いということが普通に起こっています。こういったバランスの悪

さが人件費の引き上げになっています。そのために、給与費比率を下げろということにな

るが、中身は単純な話ではありません。ただ、給与比率が高い、これがひとつ。ふたつめ

に、過大設備投資であること。民間病院ですと２０億円の収入が確保さできるのであれば、

２０億円の投資が限界という発想なのですが、公的病院の場合は、この他に地域における

役割というものがありますから、当然、そういう役割に対する投資もありますので、収入

との見合いだけではないかもしれません。だだ、見合いだけではないかもしれませんが、

結果として過大設備投資になってしまい収入の確保が出来ない。今まで診療報酬に守られ

ていたが、そうでないと、このあたりにつけがまわってくる。ということが出てくること

もふたつめの理由。３つめが、医薬品、材料費、医療機器購入の際の価格交渉力の弱さ、

これもあります。それから４つめ、配置転換等人事交流がないため、逆に、院内の改革を

進めようという動きがない。したがって、昔ながらの方法で良いじゃないかというふうに

流れていく。こういったことも、赤字経営の原因のひとつになっています。最近は、５番

目として、医師の確保が出来ない。医師を守れない。こういったことも、赤字転落の最大

の原因となっております。それから６つめ、同じようなことですが、看護師不足、硬直し

た人事で若い世代の活躍の場が確保できない。こういったものも赤字の理由になっていま

す。 

そういったなかで、当院の現状はどうかというと、当院の病院は、一つ目に先生方が結

束していて地域医療の貢献に真剣に対応している。これは、非常に良いことだと思います。

それから、２番目、給与費のうち個別銘柄での逆転現象が起きていない。平均データでの

話ですが。そういった意味では、バランスの悪さがもたらす人件費の高騰というのは、是

正されていると思われます。それから、３番目、看護師等の年齢分布は相対的にはちょっ

と高めですけど、適度のばらつきは持っています。ただ、これちょっと高めなので、将来

このまま放置しておくと、高齢化が進み、人数はいるんだけど、仕事は回らないというこ

とが起こってきます。ただ、今の段階では、相対的には高めですけど、適度のばらつきは

持っている。ここも問題ない。それから、４番目に透析医療とかペースメーカー交換率、

老健等、利益確保に貢献する分野をきちっと実施されている。それから、５番目、検査委

託業者の変更だとか、医薬品仕入れ価格交渉、例えば、１０％薬価差益をちゃんと確保し

ろとかいう交渉も行い経費削減を努力されている。そういった意味では、先ほど申し上げ
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た他の病院、自治体病院の中の赤字要因のうちかなりのところが解決されています。しか

し、問題は、昨年度赤字に転落していったわけですが、医師問題、人件費、あるいは価格

交渉能力での問題はないのですが、前回赤字に転落している。その要因として、いったい

何があるのかということでいろいろみさせて頂きました。やはり、私のほうで上げさせて

いただくことは、いくつかあります。まずひとつは、老人保健施設の人的配置の非効率で

す。いままでは、非効率があったのですが、診療報酬がある程度カバーしていてくれたの

で、これまでのがんばりのなかで見えなかっただけだろうと思います。たぶん、老健だけ

だったらずっと赤字が続いていたのではないでしょうか。一般的に、老健の場合、黒字に

なります。だいたい、６％から１０％利益が出るのが老健の特徴です。また、そのような

点数配分をしているのが現状です。ところが、当病院では赤字が継続している。ではなぜ

そうなのかというと、入所５４、デイ２０人、今２５人ですかね。それに対して人員が４

５人なのです。結論から言うと、介護スタッフは本来法律では「３：１」でよい。実質で

は、入所者３人に対して１人の看護・介護スタッフがいればいいというのが法律の要請で

す。この法律の要請に対して、現状２対１に近くなっております。要するに、２対１に近

くなっている分だけ、どうしてもそこに人件費の無駄が、無駄といっていいのかわかりま

せんが、非効率が出ています。いま入所が５４ですが、たぶん、同じような計算をして８

０床であれば、４０床４０床の８０床であったとしても、たぶん、同じ数のスタッフで対

応できているはずです。そうゆうふうになると、そのなかでの非効率があったのではない

か。ただここの非効率は、構造的な問題ですから、今すぐ解決できるという問題ではない

としても、その問題がひとつあった。それからふたつめ、療養病床の人的配置の非効率、

これもやはり私自身問題だと思っています。これも診療報酬の引き下げで表面化した話だ

と思っています。具体的に言うと、療養病床２６に対して、現在、看護介護のスタッフが

１６名です。看護師が法律的には２名でいいところが４名、准看護師４名でいいとことが

４名、ここはあっていると、それから看護補助者は、５名でいいところが８名ということ

ですので、そういった意味では、あつい看護介護になっている。これは、構造の問題だと

思っています。この人数がいないと、当直が動いていかない。当直がさばけないというこ

とになりますから、当直だけもってくるということはできません。そういった意味では、

こういったことが構造のなかで出てきている。かりに、療養病床が４０床であったとして

も同じ人数で回っていくという試算ができます。仕事の内容はちょっとハードになるかも

しれませんが、ハードになるとは思います。今もハードですが、今よりもハードになるか

もしれません。でも、基本的に同じスタッフの数で４０床でも回していくことが可能にな

る。そうすると、そこに構造的な問題で老健、療養病床のなかで非効率があって、それが

診療報酬の引き下げのなかで目立ってきているのではないかというふうに思っています。

ですから、今回増改築をなされるのであれば、この非効率についてもう一度見直しをでき

るような形で、いろいろ検討を重ねていただけると、このあたりの改善ができるのではな

いかと思っております。それから、３つめとしましては、これもいままでは必要なかった
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話ですが、診療報酬が引き下げられていくとどうしても必要になってくるもの、これは経

営管理のデータ整備がされていなかったこと。計画経営をしようと思っても、目標を立て

て plan-do-see-check という、こうゆうふうな話のサイクルをもっていこうとしても、その

前の plan を立てるための基礎的データがない。そうすると、救急患者を何人受け入れその

ためにはどういう体制がどこであって、病床がどのように稼働しているかという基礎デー

タがないと、目標設定ができないはなしですから、そういった意味で、紹介先、紹介数の

データがない、病床別の原価計算のデータがない、救急搬送のデータがない、新患、再来

新患、人間ドック、検診、そのうえでの２次検診の受講率などの基礎データ、これがあれ

ばいいという話ではなくて、さまざまな基礎データが経営管理のために、いままで作る必

要がなかった、作ってこなかったのもひとつの大きな問題です。それから、４つめ、これ

は看護師不足です。やはり看護師が不足すると動きたくても動けなくなる。先生方が一生

懸命頑張られても、なかなか動ききれなくなる。そういった意味では、職員寮の確保、奨

学金、フレックス制度の導入、食事介助のフレックス制度の導入、短時間就労制度の導入、

という努力をされていらっしゃいますが、地域柄、看護師が不足するという地域ですので、

なかなか難しいというところがあるかもしれません。医療費の削減の影響でこれまでの構

造的非効率が表面化したのが、こちらの赤字転落の大きな理由ではないかと思っています。 

そういった意味で、工夫あるいは経営努力しなければ、黒字化しないという診療報酬の

削減というのは問題だとは思いますが、いずれにせよ当病院は、黒字化しなければいけな

い課題を抱えていると思いますので、以下いくつかに整理して、改善提案をさせて頂きま

す。ひとつめは、療養病床、老健の構造的非効率の改善を図ってください。１フロア当た

りの収容人員の増加、入浴の際の平行移動、これは、具体的に言うと、入浴をするとき今

３階から１階に降ろして入浴をさせていますが、そうするとエレベーターを使うことによ

って、非常に非効率が出ます。人手の非効率が出ます。エレベーターを使わずに、入浴介

護を１フロアで出来る体制、お風呂の数が増えようと、そちらの方がはるかに効率が良い

と思います。そういった意味で、入浴の際の非効率は平行移動により実質人員の削減を図

ることができる。そういった対策を考えて頂ければと思います。老人保健施設の場合は、

建物の増改築をともなうので、今回の増改築のなかで検討できれば、お願いしたいところ

です。療養病床の場合は、今回の増改築の中で入浴介助の平行移動が実施できます。工事

をしなくても、一般病床と療養病床の境目の移動である程度の人員の削減が可能になると

思います。そういった削減された人員を、在宅配置していくことによって、在宅介護とか

訪問看護などにあてていくことができます。訪問介護そのものは赤字かもしれませんが、

赤字でも増収になる分だけ、あるいは人員を適正に配置することなどである程度の利益が

期待できる。ざっぱくな私の試算のなかで、老健と療養病床の非効率を改善するだけで、

およそ８０００万円の利益ベースでの確保が期待できると思います。ただ、片方で老健の

構造を変えなければいけないので、療養病床だけであれば、半分４０００万円弱というこ

とになるかと思います。そういった改善も是非ともご検討頂きたいと思います。それから
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２番目として、経営の効率化とマーケティング的な発想を入れて頂きたい。これまでは、

病院の先生はじめスタッフの努力で他の病院の模範になるような経営をされてきたので、

経営の効率化やマーケティング発想は必要なかったと思いますが、医療費削減の政策のも

と経営管理データの活用をしていく、こういったことも、必要になると思います。特に病

床区分のところでは、原価計算をきっちと入れなければいけませんし、特に医事課では、

診療報酬確保のためにどんなことが出来るのか、どんな取り方ができるのか、ということ

の努力を研修としてやっていかなければいけないと思っています。ですから、そういった

意味でも、外部のコンサルタントの導入を提案したいと思っております。これでお金がか

かってもしょうがないので、なるべく安いところで、改善ができる、あるいは、自分たち

で自己点検できるというような仕組みをしながら、マーケティング発想をもって経営の効

率化を図っていって頂ければと思います。それから３番目に、早期に公営企業法の全部適

用を図られることを提案します。いまでもほぼ全部適用に近い形で運営成されているよう

ですけども、制度的にもはっきりされて、人事権も独立していますので、今後も先生方を

守って、看護師の確保を進めていく、こういった体系にされてはいかがかと思います。そ

れから、４番目、今回の増改築については、過大投資にならないような適正投資額の見直

しをお願いしたいところです。自治体病院は、ややもすると、過大投資になりがちですの

で、災害拠点としての耐震構造は必要ですし、病床の非効率を改善していくということも

必要だし、リハビリを重視していくという増改築は必要だとは思いますが、それに対して

の見返り収入にあった投資としてご検討いただければと思っております。あとでこれが禍

根にならないようにだけ、お願いできればと思います。 

最後に、ここの病院で先生方はじめ、スタッフのみなさまが、進めている医療の精神を

全国に伝えていっていただき、今の医療崩壊の危機を回避する砦となって、今後ともその

精神を堅持されて、邁進されて頂きたいなと思っております。以上講評とさせて頂きます。 

 

 

《樋口アドバイザー》 

 

アドバイザーの樋口幸一でございます。二日間に渡りまして望月町長はじめ、長田院長

また、病院関係者の方々に大変お世話になりました。この場をかりまして厚く御礼申し上

げたいと思います。 

いま、海江田アドバイザーのほうから経営管理・改善に関するかなり詳細な説明、並び

に経営改善提案があったわけですが、私のほうは、経営改善以外の全体的な話を申し上げ

たいと思います。まず第１点は、病院の経営状況がどのように推移してきたかということ

ですが、私も感心があって、なぜこのような状態になったのかということを、検討するた

め、過去のデータをみさせて頂きました。そうしますと、平成１６年のときに５０００万

円程の赤字が出ておりまして、それから１７年、１８年まではよかったのですが、１９年
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に５５００万円強の赤字、それから、２０年に７０００万円ほどの赤字が出てきている。

従来は、かなり病院の経営状況が良かったということがあったかと思いますが、その利益

分の蓄積、貯金を取り崩しながら現在、平成２０年度では、約４６００万円の未処理損失

が発生しています。過去は、いろいろな面で努力されて良い方向で進んできたんですが、

ここ２年間ぐらいがかなり経営の状況が悪化してきている。先ほど経営の状況が悪化した

ことは、海江田アドバイザーからのご説明のとおりでございまして、これをどのようにし

ていくのかというのが課題だと私も認識しております。 

それに関連いたしまして、この赤字は実際、本当の病院の赤字なのかということでござ

います。公立病院の場合には、いわゆる不採算医療、例えば、救急だとか僻地医療、そう

いう問題に対して国、総務省のほうからいわゆる交付金が出ているわけでございます。こ

の交付金は、町のほうに入りまして、町のほうから病院に入ってくるという仕組みになっ

ております。従来から、一部はもちろん町のほうから入っておるんですが、入っていない

金額が、過去からずっと続いている状況です。平成２０年度の計算でいきますと５０００

万円くらい、本来、病院がいただくというのか、専門的に言うと、町のほうからは繰出、

そのお金が５０００万円ほど少ないのではないかと考えられます。この点がひとつ経営の

判断をする場合に重要なことであり、また、病院の経営状況を把握するために必要なもの

であるということを、第１番として指摘申し上げたいと思います。これは具体的にどうな

のかというと、総務省の通達で決まっておりまして、やはり当然、公立病院の場合には独

立採算として考えられているわけですが、独立採算でもまかなえない経費は、不採算医療

として国のほうから町を経由して病院に入れていくことが本来の姿であると思います。こ

のルールを是非守っていただきまして、本来どちらのほうの責任、病院側の経営責任なの

か、本来入るべき不採算医療にかかる経費が町から入っていないのか、このあたりの点も

関係者が集まって、議論していただいて、今後、ルールに基づいた繰入を行ってほしいと

いうことをお願いを申し上げたいと思います。このあたりのことが解決しますと、病院の

経営の判断が、総合的に出来るのではないかと思います。   

２点目でございますが、特殊勤務手当というかたちで職員に払われている手当がありま

す。この手当につきましては、なかをいろいろとお聞きしますと、必ずしも特殊勤務手当

に該当しないようなもの、いわゆる危険手当とかありますが、区分がおかしいために、そ

のあたりの表現方法を是非見直していただきたいて、解決していただきたいと思います。

もちろん主な内容は、医師並びに看護師確保のための特別の手当ですけど、こういうもの

は、本来の手当にはいるものなどいろいろあります。必ずしも特殊勤務手当ではないとい

うことで、そのあたりの表現方法を今後良く内容を精査していただきましてご検討をいた

だければと思います。これが第２点目でございます。 

あとは先ほど、海江田アドバイザーのほうからご説明ございましたから重複を避けたい

とおもいますが、私のほうでその他気が付いたことでございますが、給食部門とか事務系

の業務について、外部委託を出来ないのかお聞きしたのですが、職員の身分に関すること
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等いろいろ事情があるようですので、このあたりについては、やはり段階的に解決するし

かないのかと感じました。段階的に解決する方法といたしまして派遣の職員のこととか、

長期的にいろいろご回答いただいているわけですが、効率性を高めるための方策をお考え

になっていただいて、具体的に実行していただければもう少し経営改善に役に立つのでは

ないかと考えております。あと、細かいことですが未収金、医療未収金が、本来患者さん

からいただけるもので、いただけていないものが約３００万円あります。これは３００万

のうち主なものは、老健で発生したものですが、このあたりも１年以上滞納していて、患

者さんの事情により回収できないものがあるかと思いますが、回収努力も是非お願いした

いと思います。あと先ほど、経営管理資料の充実ということを海江田アドバイザーのほか

らご説明ありましたが、私も同感でございまして、今後、病院運営をやっていく場合の、

一番基本となるデータが今までは必ずしも十分ではなかったというふうに判断しておりま

す。したがいまして今後、経営判断に役に立つようなデータの収集、これにはいろいろな

面で労力がかかると思いますが、優先順位として是非これを実行していただきたいと思い

ます。非常に簡単でございますが、以上をもちまして私の講評とさせていただきます。 
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事業報告書 

 
 

（1） 総括事項 

平成２０年に策定した「飯富病院改革プラン」は、企業性の発揮、特に病院運営から病院経営へ

の職員の意識改革でした。 

増収計画は、過疎化が進む地域において外来患者の増加が望めない中、病床利用率を上げること

でした。その方法として、病院と老人保健施設のベッド一元管理に取り組みました。デイサービス

を拡大充実させ、病院、老人保健施設のそれぞれのベッド機能を生かすことで医療と介護の連携図

り、稼働率を上げ、さらに訪問看護ステーション、ヘルパーステーションによる在宅看護、在宅介

護へと途切れないサービスの提供を目指しました。 

経費削減は、検査や施設関係の外部委託契約や医療備品、職員被服、リネン・病衣などのリース

契約の全面見直しを実施。また、材料費として最も金額の多い医薬品を全品一律現行よりさらに 5％

値下げを要請、感染性廃棄物処理費など衛生費は分別処理方法により削減、諸手当の見直しによる

給与費の削減、変動経費の電気料、重油に関しては、非常用発電所の使用方法の変更等により節約

につとめました。 

平成２２年 1 月から平成２３年１月までを工期とする病院の増築と全面改築、さらに耐震補強工

事に着手しました。医療機器整備としてＸ線透視撮影システム、骨密度測定装置、オージオメータ

ー、低周波治療装置、全自動尿分析装置等を整備し、さらに平成２２年度には、６４列の高性能Ｃ

Ｔを導入予定。 

（２）業務内容 

平成２１年度の年間延患者数は、83,252 人で、前年度に比べほぼ横ばいでした。これを入院・外

来別にみると外来患者は、53,040 人で 2,026 人（3.7％）の減となりましたが、入院患者は、年間

病床利用率が昨年度 87.7%に対し 95.1％に上昇し、延べ患者数は、30,212 人で 2,348 人（7.3％）

の増となりました。 

事業収益では、1,630,734,037 円で、対前年比で 99,057,123 円（6.5％）増となりました。医業

収益は 67,757,545 円（5.8％）の増となり、その内、入院収益は前年度比で 37,305,869 円（5.5％）

の増、外来収益は 26,126,429 円（5.9％）の増となりました。医業外収益は前年度比で 31,299,578

円（8.6％）の増、在宅部門（訪問看護・ヘルパー・居宅介護支援）は前年度比で 4,338,631 円（10.2％）

の増でした。一方、病院事業費用は、1,573,593,252 円で、前年度に比べ 28,182,640 円（1.8％）

の減となりました。以上の結果、当期純利益が 57,140,785 円となり、前年度繰越欠損金 46,821,217

円を償還し、10,319,568 円の利益剰余金計上となりました。    

平成２２年度から始まる山梨県地域医療再生計画において、当院内に峡南医療圏における在宅医

療支援センターの設置が計画されています。飯富病院の峡南地域への医療、介護提供への期待と責

任はさらに大きくなります。平成２２年度末には、増改築工事が完了し、病院施設整備は充実され

る中、今までの病院機能に加え、行政の福祉との密接な連携による予防医療を含めた、真に住民の

ための地域医療包括ケアシステムの構築が急務だと思います。 

 

 

9



都道府県名　　　　　市町村名

山梨県
身延町早川町国民健康保険病
院一部事務組合

身延町早川町国民健康保険病
院一部事務組合立飯富病院

公立病院改革プラン 見込
達成状況
（○、×）

平成21年度決算（見込）が公立病院改革プランを
達成出来ない見込みの場合はその理由

平成20年度 平成21年度 ×
平成20年度に黒字化の計画であったが、外来患者、
入院患者の減少と経費削減が不十分のため達成で
きなかった。

経常収支比率 101.9 101.9 ○

職員給与比率 56.6 56.6 ○

病床利用率 93 93 ○

経常収支比率 101.1 103.6 ○

職員給与比率 57.9 46.1 ○

病床利用率 93 95.1 ○

1236 1236 ○

1623 1631 ○

1241 1222 ○

1605 1574 ○

18 57 ○

△300 0 ○

0 0 ○

0 0 ○

（　　　　　　0　　　　　　） （　　　　　　0　　　　　　）

51 51

（　　　　　　0　　　　　　） （　　　　　　0　　　　　　）

76 76

（　　　　　　0　　　　　　） （　　　　　　0　　　　　　）

127 127

①変動経費や給与費抑制等徹底し
た経費削減
②人事評価の確立
③人事権と独自の給与体系の導入

①変動経費や給与費抑制等徹底し
た経費削減

×

事業形態の一部適用から全部適用への移行が遅れているた
め。

①再編ネットワーク化の状況により事
業規模、形態の見直し
②組織形態は一部適用から全部適
用の実現を目指す

×

①ネットワーク化の事業規模、形態については県主導の地域医
療再生計画の動向を注視する必要があるため。
②事業形態の一部適用から全部適用への移行が遅れているた
め。

①人件費削減②委託料金、レンタル
料金、リース料金の見直し③人事考
課による昇給方法の導入④医薬品
等材料費の入札方法の見直し⑤衛
生費の削減⑥燃料費の削減

①人件費削減②委託料金、レンタル
料金、リース料金の見直し③人事考
課による昇給方法の導入④医薬品
等材料費の入札方法の見直し⑤衛
生費の削減⑥燃料費の削減

○

①患者送迎の充実②デイサービスの
拡大③病院と老人保健施設のベッド
の一元管理④栄養管理指導室の創
設⑤リハビリ部門の充実（理学、作業
療法士の増員）⑥接遇技術の向上

①患者送迎の充実②デイサービスの
拡大③病院と老人保健施設のベッド
の一元管理④栄養管理指導室の創
設⑤リハビリ部門の充実（理学、作業
療法士の増員）⑥接遇技術の向上

○

①地域包括医療ケアシステムの実践②
地域連携室の設置③検診、予防部門
の充実④計画的な高性能医療機器の
導入⑤地域の健康推進員との連携強
化⑥計画的な「健康講座」の開催⑦行
政との連携により介護サービスの向上

①地域連携室の設置
②計画的な高性能医療機器の導入

×

①地域医療再生基金に関連する仮称「在宅支援センター」設置
の動向に注視しているため。②7月以降、高性能のＣＴ導入後健
診部門の強化を図る。

平成23年度
目標

平成21年度
目標

医業収益

経常収益A

医業費用

経常費用B

経常損益（A－B）

資本的収支

地財法による資金不足比率

（別紙）

項目

経常収支黒字化年度

財
務
の
状
況

経営効率化に係る公立病院改革プランの実施状況について
（平成２１年度決算見込みベース）

病院名　　　

事業規模・形態に見直し

経費削減・抑制対策

収入増加・確保対策

－

－

－

民間的経営手法の導入

収益的収支

合計

注）１．「公立改革プラン」欄には、総務省へ提出した「公立病院改革プランの概要」に記載されている内容を記入すること

　　 ２．各項目について、平成21年度実績見込みが公立病院改革プランの記載内容を達成出来ない見込みの場合は、「平成21年度決算（見込）が公立病院改革プラン
　　　　 を達成出来ない見込みの場合はその理由」欄にその理由を記入すること

平
成
2
1
年
度
収
支
の
状
況

（単位：百万円、％）

その他

平
成
2
1
年
度
に
お
け
る
目
標
達
成
に
向
け
て
の
具
体
的
な
取
組

単年度資金収支額

地財法施行令第19条第１項により
算定した資金の不足額

一般会計か
らの繰入金
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